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盛岡市墓園条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○盛岡市墓園条例 ○盛岡市墓園条例 

昭和38年９月30日条例第45号 昭和38年９月30日条例第45号 

改正 略 改正 略 

令和７年12月 日条例第 号  

盛岡市墓園条例 盛岡市墓園条例 

第１条から第20条まで 略 第１条から第20条まで 略 

（墓地管理料） （墓地管理料） 

第21条 使用者は、墓地の使用の許可を受けた日の属する会計年度から、毎

年度、墓地管理料として、次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の当該右

欄に定める額を納めなければならない。 

第21条 使用者は、墓地の使用の許可を受けた日の属する会計年度から、毎

年度、墓地管理料として、次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の当該右

欄に定める額を納めなければならない。 

 区分 墓地管理料   区分 墓地管理料  

 盛岡市青山墓園 墓地の面積に１平方メートルに

つき260円を乗じて得た額 

  盛岡市青山墓園 墓地の面積に１平方メートルに

つき200円を乗じて得た額 

 

 盛岡市新庄墓園 墓地の面積に１平方メートルに

つき500円を乗じて得た額 

  盛岡市新庄墓園 墓地の面積に１平方メートルに

つき500円を乗じて得た額 

 

 盛岡市古川

墓園 

普通墓地Ａ １区画につき3,000円   盛岡市古川

墓園 

普通墓地Ａ １区画につき2,500円  

 普通墓地Ｂ １区画につき2,400円   普通墓地Ｂ １区画につき2,000円  

第22条から第37条まで 略 第22条から第37条まで 略 

附 則 略 附 則 略 

附 則（令和７年条例第 号）  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 


